
第 2弾ふるさとで"心呼吸”の旅キャンペーン旅行代金 

割引支援事業（8/25利用期間延長）について 

一般社団法人 長崎県観光連盟 

対 象 期 間 
令和 4 年 3 月 14 日（月）～9 月 30 日（金）（10 月 1 日（土）チエックアウト、帰着まで） 

※GW期間は除く  ※予算がなくなり次第終了 

利用対象者 
長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県在住者 

※教育旅行（修学旅行）の利用は長崎県内校（生徒のみ）に限る。 

対象旅行会社 長崎県内に事業所（本社、支店等）を設置している旅行会社  等 

販 売 方 法 利用者対象者が居住する県に設置している店舗での販売、WEB 販売、電話販売等 

対 象 商 品 

①長崎県を目的地とする宿泊を伴う旅行商品  

②長崎県を目的地とする日帰り旅行商品  

※立ち寄り地は全て長崎県内とする（休憩等による県外への立ち寄りは可） 

※日帰りの旅行商品は、往復の輸送サービスに、有料観光施設や食事施設を最低１か所は組み込むこと。 

旅 行 形 態 
①募集型企画旅行（エスコート／フリープラン、宿商品） ②受注型企画旅行 

③教育旅行（修学旅行）  ④手配旅行（宿単品） 

補 助 概 要 

〇旅行代金割引   

旅行代金の 50％（上限 5,000円（税込）／人泊 ※日帰り旅行も同様） 

※１円単位まで割引、１円未満は切り捨て 

※割引額は受注型、１部屋単位で販売する宿単品も１人当たりで計算。また、１人当たり販売価格を算

出する際は四捨五入して算出。 

〇地域限定クーポン券  

旅行代金割引を受けた者に対して、１人（泊）あたり 2,000 円（1,000 円×２枚）を付与 

※旅行会社から利用者に配布すること。 

※地域限定クーポン券は長崎県内の登録施設で利用可。 

補 助 条 件 

・旅行代金は 4,000 円（税込）／人泊以上（※日帰り旅行については 1 人当たり）に設定すること。  

・同一施設に宿泊する場合、1 ヶ月 3 泊まで。 

・旅行商品に組み込む宿泊施設は「team NAGASAKI SAFETY」の認証を受けた施設とすること。 

・パンフレット・チラシ等には、国の補助事業であることを明らかにするとともに、通常価格と販売価格の差額に対

して国からの助成額があること、キャンペーンロゴの表示が必須。 

利用条件 

・利用対象者全ての居住地確認を行うこと。 

・実績報告の資料として、利用対象者（代表者のみで可）の氏名、住所、電話番号、参加人数を記載した 

一覧の書面を提出すること。 

・販売時に観光庁が示す「ワクチン・検査パッケージ」が利用条件であることを伝えるとともに、条件を満たさない

場合の対応についても伝えること。 

・旅行出発日、当日までに利用対象全員が新型コロナウイルスのワクチン 3 回接種を完了していること、または

検査結果が陰性であることを確認すること。（確認を旅行会社から宿泊施設に依頼しても可） 

お問い合わせ先 

一般社団法人 長崎県観光連盟  【担当：国内誘致部 山田、田中】 

TEL：095-826-9407（9:00~17:45）／FAX：095-824-3087 

E-mail：yamada@ngs-kenkanren.com、sinkokyucp@ngs-kenkanren.com 

※メールを送信する際は、上記いずれにも送信すること。 

 


